
生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）【実施主体：市区町村】

生後４か月までの全戸訪問
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ポピュレーションアプローチ ハイリスクアプローチ

家 庭 訪 問 者

保健師・助産師・看護師、保育士、

愛育班員、母子保健推進員、児童委員、子

育て経験者等について、人材発掘 ・研修を

行い、幅広く登用

全戸訪問の結果に基づき、必
要に応じケース対応会議を行
うとともに、要支援家庭に対す

る訪問指導を行う。

育
児
支
援
家
庭
訪
問

事
業

ケ
ー
ス
対
応
会
議

訪 問 内 容

・ 子育て支援の情報提供

・ 母親の不安や悩みに耳

を傾ける

・ 養育環境の把握
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平成20年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」都道府県別実施状況

実施市区町村数 実施率 実施市区町村数 実施率 実施市区町村数 実施率 実施市区町村数 実施率

北 海 道 114 63.3% 67 37.2% 滋 賀 県 21 80.8% 16 61.5%

青 森 県 22 55.0% 10 25.0% 京 都 府 16 61.5% 14 53.8%

岩 手 県 33 94.3% 23 65.7% 大 阪 府 30 69.8% 32 74.4%

宮 城 県 35 97.2% 32 88.9% 兵 庫 県 37 90.2% 24 58.5%

秋 田 県 17 68.0% 4 16.0% 奈 良 県 16 41.0% 14 35.9%

山 形 県 31 88.6% 22 62.9% 和 歌 山 県 12 40.0% 5 16.7%

福 島 県 30 50.0% 16 26.7% 鳥 取 県 14 73.7% 3 15.8%

茨 城 県 30 68.2% 21 47.7% 島 根 県 17 81.0% 12 57.1%

栃 木 県 25 80.6% 17 54.8% 岡 山 県 22 81.5% 18 66.7%

群 馬 県 28 73.7% 16 42.1% 広 島 県 19 82.6% 11 47.8%

埼 玉 県 43 61.4% 29 41.4% 山 口 県 17 85.0% 11 55.0%

千 葉 県 36 64.3% 17 30.4% 徳 島 県 16 66.7% 9 37.5%

東 京 都 40 64.5% 45 72.6% 香 川 県 13 76.5% 7 41.2%

神 奈 川 県 16 48.5% 13 39.4% 愛 媛 県 12 60.0% 6 30.0%

新 潟 県 25 80.6% 13 41.9% 高 知 県 19 55.9% 11 32.4%

富 山 県 12 80.0% 6 40.0% 福 岡 県 34 51.5% 30 45.5%

石 川 県 19 100.0% 19 100.0% 佐 賀 県 19 95.0% 9 45.0%

福 井 県 17 100.0% 5 29.4% 長 崎 県 20 87.0% 14 60.9%

山 梨 県 21 75.0% 16 57.1% 熊 本 県 32 66.7% 14 29.2%

長 野 県 56 69.1% 28 34.6% 大 分 県 13 72.2% 10 55.6%

岐 阜 県 31 73.8% 16 38.1% 宮 崎 県 14 46.7% 6 20.0%

静 岡 県 31 75.6% 15 36.6% 鹿 児 島 県 23 50.0% 10 21.7%

愛 知 県 38 65.5% 35 60.3% 沖 縄 県 38 92.7% 16 39.0%

三 重 県 20 69.0% 13 44.8% 全国計/平均 1,244 71.8% 800 45.4%

平 成 19 年 度 1,063 58.2% 784 42.9%

※　各都道府県には政令指定都市・中核市を含む。

※　平成２０年度次世代育成支援対策交付金内示ベース

生後４か月までの全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）

育児支援家庭訪問事業
生後４か月までの全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事業）
育児支援家庭訪問事業
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地域ネットワークと訪問事業との連携強化（イメージ）

生後４か月までの全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）

育児支援
家庭訪問事業

調整機関
（育児支援家庭訪問事業

中核機関）

特に

必要な

ケース

ケ
ー
ス
対
応
会
議

要保護児童対策地域協議会
（子どもを守る地域ネットワーク）

・ 子育て支援の情報提供
・ 母親の不安や悩みに耳

を傾ける
・ 養育環境の把握

保護者の育児、家事等
養育能力を向上させる
ための支援

進行管理

その他の支援

（児童相談所による対応等）

保健師・助産師・看護師、保育
士、
愛育班員、母子保健推進員、
児童委員、子育て経験者等に
ついて、人材発掘 ・研修を行い、

幅広く登用

訪問内容

保健師・助産師・看護
師・保育士等

訪問者

連
絡
調
整

進
行
管
理

ケ
ー
ス
対
応
会
議

特
に

必
要

な
ケ

ー
ス

母子保健法に基づく訪問事業

連

携

訪問内容

訪問者
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